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船舶事故調査報告書 

 

                             令和５年１０月１８日 

                      運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

                         委   員  伊 藤 裕 康（部会長） 

                         委   員  上 野 道 雄 

                         委   員  岡 本 満喜子 

 

事故種類 火災 

発生日時 令和４年５月１３日 １９時０３分ごろ 

発生場所 福岡県宗像
むなかた

市地
じ

ノ島北北東方沖 

  倉良瀬
く ら ら せ

灯台から真方位０４８°３.６海里（Ｍ）付近 

（概位 北緯３３°５７.５′ 東経１３０°３１.８′） 

事故の概要  プレジャーボートclovis
ク ロ ビ ス

は、航行中、機関室から火災が発生した。 

 clovis は、機関室等に焼損を生じ、消火作業中に沈没した。 

事故調査の経過  令和４年５月２７日、本事故の調査を担当する主管調査官（門司事

務所）ほか１人の地方事故調査官を指名した。 

原因関係者から意見聴取を行った。 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 Ｌ×Ｂ×Ｄ、船質 

 機関、出力、進水等 

 

プレジャーボート clovis、１３トン 

 ２７１－２１７２４鳥取、有限会社 FUNAZAWA（Ａ社） 

 １０.６４ｍ×４.２２ｍ×２.４３ｍ、ＦＲＰ 

 ディーゼル機関２基、船内機、４７０kＷ（合計）、平成元年６月 

 ４サイクル、回転数毎分２,６００、８気筒、ボア１１４mm、使用

燃料軽油 

 乗組員等に関する情報 船長 ４８歳 

一級小型船舶操縦士・特殊小型船舶操縦士・特定 

免許登録日  平成１４年７月１５日 

免許証交付日 令和元年６月２４日 

（令和６年６月２３日まで有効） 

 死傷者等 なし 

 損傷 機関室等に焼損、沈没（全損） 

 気象・海象 

 

気象：天気 雨、風向 北西、風速 約２m/s、視界 良好 

海象：海上 平穏、海水温度 約１８℃ 

日没時刻：１９時０９分ごろ 

 事故の経過 本船は、船長が１人で乗り組み、同乗者１人を乗せ、定期整備地へ

回航の目的で、令和４年５月１３日０６時３０分ごろ、鳥取県境 港
さかいみなと

市所在のマリーナを出航し、島根県浜田市浜田港にて燃料を搭載後、

福岡県福岡市所在のマリーナ（以下「本件マリーナ」という。）に 

２０時００分ごろ入航する予定で航行していた。 

船長は、フライングブリッジにおいて操船に当たり、地ノ島北北東
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方沖を自動操舵で約１５ノットの対地速力で南西進中、１８時５０分

ごろ、右舷主機の冷却清水の温度計（以下「本件水温計」という。）

の表示温度が高いことに気付き、右舷主機の排気の状況を見ようと右

舷船尾方向に目を向けたところ、右舷船尾排気口から排出される排気

に白い水蒸気が混ざっているように見えた。 

船長は、右舷主機を微速（回転数毎分１,０００）まで下げて様子

を見たが、本件水温計の表示温度が急激に最大値まで上昇した後に

０℃となったのを見て右舷主機に異常が発生していると判断し、右舷

主機を停止するとともに、左舷主機を微速とした。 

船長は、再度船尾の排気を確認したところ、両舷の排気口から白煙

が出ているのを認め、フライングブリッジでの見張りを同乗者に任

せ、機関室の確認目的でキャビンに移動した。 

船長は、１８時５５分ごろ、キャビン床の機関室入口ハッチを開け

たところ、機関室内からキャビンに白煙が漏出し、充満しそうになっ

たので、機関室入口ハッチを閉め、フライングブリッジで見張りに当

たっていた同乗者に左舷主機の停止を指示するとともに、換気の目的

でキャビンの窓を開放したが、機関室から漏出する煙の勢いが徐々に

強くなっていくのを認めた。 

船長は、１９時０３分ごろ、予定どおりの時刻に到着できなくなっ

た旨を本件マリーナの担当者に電話連絡しながら、右舷甲板上から右

外舷の空気取り入れ口を覗
のぞ

き込んだところ、空気取り入れ口の隙間か

ら、内部の赤い炎が見え、機関室で火災が発生していることを認め

た。 

船長は、キャビン及び機関室内に設置している持ち運び式消火器を

使用して消火に当たろうとしたが、既にキャビン内には黒煙が充満し

始め、更に煙の勢いが激しくなり立ち入ることができず、消火器を取

り出すことができなかったので消火作業を断念し、同乗者と共に船首

甲板に移動した。 

船長は、１９時０５分ごろ、船内に炎が燃え広がっていることを認

め、本船を放棄することを決断し、１１８番通報して救助を要請する

とともに、約４０ｍのロープを本船のバウクリートに結び、反対側の

索端に結びつけたフェンダーを抱えて同乗者と共に海に飛び込んで救

助を待った。 

船長と同乗者は、海上保安庁からの救助依頼により１９時３０分ご

ろ来援した貨物船に１９時５０分ごろ救助され、２０時２５分ごろ、

現場に到着した巡視艇に移乗し、関門港若松区に入港した。 

本船は、巡視艇による消火作業中、２２時２０分ごろ沈没した。 

（付図１ 事故発生場所概略図、写真１ 本船 参照） 

 その他の事項 本船は、両舷主機の間の船首側にバッテリが、同船尾側に発電機が

設置されており、本事故時に発電機は運転されていなかった。 
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（図１参照） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図１ 機関室主要配置 

 

船長は、出航前に機関室内を点検していたが、異常を認めなかっ

た。 

船長は、機関室入口ハッチを開放した際、主機本体よりも船尾側か

ら発煙しているように見えたので、主機から船尾方向に設置された排

気管から出火した可能性があると、本事故後に思った。 

船長は、本船が、平成２８年６月にＡ社に中古で購入されて以来定

期的に船舶検査を受けており、令和３年１０月の中間検査でも異常は

なかったが、排気管については購入時以降交換していないので、経年

劣化が進んでいた可能性があったかもしれないと、本事故後に思っ

た。 

『小型船舶の火災・爆発事故防止のために』（日本小型船舶検査機

構 平成２２年７月発行）には、「冷却装置の故障によりオーバー

ヒートし排気管被覆材が燃える事例が多発している」旨記載されてい

る。 

本船は、火災探知器及び自動拡散型消火装置が設置されていなかっ

た。 

分析 

 乗組員等の関与 

 船体・機関等の関与 

 気象・海象等の関与 

 判明した事項の解析 

 

不明 

不明 

不明 

本船は、地ノ島北北東方沖を航行中、機関室から出火したものと考

えられる。 

本船は、冷却清水系統の不具合により主機の排気温度が上昇し、経

年劣化が進んでいた排気管から高温の排気ガスが漏出したことから、

主 機 

主 機 

発電機 バッテリ 

キャビン床面 

←船首側 船尾側→ 

排気管 

排気管 

機関室入口ハッチ開口部 

過給機 

過給機 
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排気管の被覆材に引火して発生した可能性があると考えられるが、本

船が沈没しており、火災の原因や延焼の状況等を明らかにすることは

できなかった。 

原因 本事故は、本船が、地ノ島北北東方沖を航行中、機関室から出火し

たことにより発生したものと考えられる。 

再発防止策 

 

 

今後の同種事故等による被害の軽減に役立つ事項として、次のこと

が考えられる。 

・船長は、定期的に主機排気管の点検を行い、異常があれば補修又

は交換を行うこと。 

 ・船舶所有者は、法令により火災探知器及び自動拡散型消火装置の

設置が義務づけられていない小型船舶にあっても、機関室に火災

探知器及び自動拡散型消火装置を設置することが望ましい。 
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付図１ 事故発生場所概略図 
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事故発生場所 

（令和４年５月１３日 

１９時０３分ごろ発生） 
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写真１ 本船 

 

 


